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附属機関等の概要 

 

附属機関等の名称 福山市学校給食食物アレルギー等協議会 

設置根拠 福山市学校給食食物アレルギー対応等協議会設置要綱 

設置目的 

 文部科学省が示している「学校給食における食物アレルギ

ー対応指針」に示されている、市町村教育委員会等の役

割、「学校における食物アレルギー対応に関する委員会の

設置と基本方針の策定」に基づき、食物アレルギー対応等

について意見聴取のために、設置するもの。また、医療機

関、消防機関との連携体制を図る。  

設置年月日 ２０２５年（令和７年）１０月１日 

委員数 １０人 

公開・非公開の別 
□ 公開 

☑ 非公開 

非公開とする根拠 

又は理由 
 個人情報を扱うため 

庶務担当課 
 学校保健課 給食担当 
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